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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ガラス管等の半製品から、変形プロセスにより
ガラスバイアル等のガラス品を製造する方法において、
高温に起因する潤滑油の反応生成物であるススの生成等
を抑制する。
【解決手段】軟化するまでガラスを加熱するための装置
、半製品の内側側面を成形するための内側成形工具、成
形面を有する成形ローラを含む、半製品の外側側面を成
形するための外側成形工具、成形ローラを収容するため
の装置、および成形ローラの成形面上に潤滑油を塗布す
るための装置を含み、成形ローラは、収容装置内に自由
回転可能に支承され、かつロック式固定装置により、成
形プロセス中は固定可能に構成されている。個々の成形
プロセス間では成形ローラを取り外して、固定装置内に
おいて角度αだけ回転させることができ、成形ローラの
加熱されていない領域に潤滑油を塗布することができる
ため、潤滑油の燃焼ないしは熱分解を抑制することがで
きる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの
－　軟化するまでガラスを加熱するための装置、
－　半製品の内側側面を成形するための１つの内側成形工具
－　成形面を有する成形ローラを含む、半製品の外側側面を成形するための少なくとも１
つの外側成形工具、成形ローラを収容するための装置、および
－　潤滑油放出用流出口を備えた、成形ローラの成形面上に潤滑油を塗布するための装置
を含む、ガラス製半製品を製造するための装置であって、
成形ローラが、収容装置内に自由回転可能に支承されており、かつロック式固定装置によ
り、成形プロセス中は固定可能であり、成形ローラの固定が、取外し可能な結合で行われ
るため、個々の成形プロセス間では成形ローラを取り外して、固定装置内において角度α
だけ回転させることができる、ガラス製半製品を製造するための装置。
【請求項２】
　管状半製品を成形するために形成されている、請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記成形ローラが、前記成形ローラの回転軸に対して垂直な中心面において円形断面を
有する、請求項１または２記載の装置。
【請求項４】
　前記成形ローラが、前記成形ローラの回転軸に対して垂直な中心面において、複数の成
形面を伴う多角形断面を有する、および／またはその成形面の稜が、平坦、凸形または凹
形である、請求項１から３までのいずれか１項記載の装置。
【請求項５】
　サイクルごとに一回、前記成形ローラの前記成形面の一部上に潤滑油を塗布する、およ
び／または前記潤滑油塗布装置の前記流出口と前記成形工具とが、前記半製品の回転軸の
周りに、少なくとも４５°の角距離で配置されているように、前記装置内で前記潤滑油塗
布装置が配置されている、請求項１から４までのいずれか１項記載の装置。
【請求項６】
　前記潤滑油を、滴下注油器、特に、自動一定放出を用いた滴下注油器により塗布する、
および／または塗布ごとに放出されるオイル量が、０．０１から０．１ｇの範囲、特に好
ましくは０．０３から０．０５ｇの範囲にある、請求項５記載の装置。
【請求項７】
　前記装置が、前記成形ローラ収容装置と直接的または間接的に結合している冷却体を有
し、かつ前記成形ローラが冷却体と熱接触しており、その冷却体が、好ましくは内部冷却
剤を有するため、プロセス熱が搬出され得る、請求項１から６までのいずれか１項記載の
装置。
【請求項８】
　前記成形ローラが空冷を有する、請求項１から７までのいずれか１項記載の装置。
【請求項９】
　少なくとも、次の方法ステップａ）からｃ）：
ａ）ガラス製半製品の準備、およびガラスが軟化するまでの加熱、
ｂ）成形ステップにおける、成形工具を用いた、特に、請求項１から８までのいずれか１
項記載のガラス成形装置を用いた半製品の成形、ただし、
－　その半製品が、内側成形工具上で配置され、その中心点を回る回転運動を示す、
－　半製品の外側側面を、少なくとも１つの外側成形工具によって成形し、その外側成形
工具が、少なくとも１つの成形面を伴う少なくとも１つの成形ローラを有し、かつその成
形ローラが取外し可能なロック装置により収容装置に固定されているため、成形工程中、
成形面と半製品との間で相対運動が行われる、
－　成形面の、少なくとも、成形工程中に半製品と接触する部分が、潤滑剤であるオイル
によって覆われている、
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ｃ）ロック装置の取外し、角度α分の成形ローラの回転、および成形ローラの改めての固
定により、ステップａ）からｂ）を繰り返した場合、成形ローラの成形面の別の一部が半
製品と接触することになる
を含むガラス成形方法であって、方法ステップａ）からｃ）のうちの１つのステップの最
中に、オイルが、オイルを塗布する時点では半製品と接触していない成形面の一部上へと
塗布される、方法。
【請求項１０】
　ステップａ）において管状半製品を準備する、請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　前記成形ローラの回転軸に対して垂直な中心面において円形または多角形の断面を有す
る、好ましくは前記成形ローラの回転軸に対して垂直な中心面において円形断面を有する
成形ローラを利用して、前記半製品の前記外側側面を成形する、請求項９または１０記載
の方法。
【請求項１２】
　各サイクルにおいて、好ましくは滴下注油器により、特に好ましくは、自動一定放出を
用いた滴下注油器により、前記成形ローラの前記成形面の一部上に潤滑油を塗布する、請
求項９から１１までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１３】
　各オイル放出工程において、０．０１から０．１ｇ、好ましくは０．０３から０．０５
ｇのオイルを塗布する、請求項９から１２までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１４】
　前記成形プロセス中に、熱伝導を利用して、前記成形ローラから熱を搬出する、請求項
９から１３までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１５】
　前記成形プロセス中に、冷却媒体で、好ましくは冷却液で、特に好ましくは水で前記外
側成形工具を十分にすすぐ、請求項９から１４までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１６】
　前記成形プロセス中に前記半製品と接触している前記成形面の一部を、ガス流、好まし
くは空気流によって冷却する、請求項９から１５までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１７】
　前記成形プロセス中に、前記成形ローラの前記成形面が、最大限２５０°、好ましくは
最大限１８０℃、特に好ましくは最大限１００℃を有する、請求項９から１６までのいず
れか１項記載の方法。
【請求項１８】
　ステップｃ）において、前記成形ローラを、１から６０°の範囲の角度αだけ、好まし
くは３から１０°の範囲の角度ａだけ回転させる、請求項９から１７までのいずれか１項
記載の方法。
【請求項１９】
　ステップｃ）の後に前記成形ローラを洗浄するためのステップｄ）を行い、その洗浄ス
テップｄ）を、早くとも、ステップａ）からｃ）を１００００回繰り返した後、好ましく
は、早くとも、ステップａ）からｃ）を２００００回繰り返した後、特に好ましくは、早
くとも、ステップａ）からｃ）を４００００回繰り返した後、および／または早くとも、
少なくとも４ｈ、好ましくは少なくとも８ｈ、特に好ましくは少なくとも２４ｈの停止時
間後に行う、請求項９から１８までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２０】
　ステップｃ）の後に、前記成形ローラを洗浄するための洗浄ステップｅ）を行い、前記
成形ローラの前記成形面の一部、好ましくは、先行するステップｂ）において前記半製品
と接触していた、前記成形ローラの前記成形面の一部を洗浄し、そのステップｅ）を、新
しい半製品によりステップａ）からｃ）を繰り返す最中に行う、請求項９から１８までの
いずれか１項記載の方法。
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【請求項２１】
　前記潤滑油を、ステップｅ）とａ）との間に塗布する、請求項１２から２０までのいず
れか１項記載の方法。
【請求項２２】
　請求項９から２１までのいずれか１項記載の方法によって製造されるか、または製造可
能である中空ガラス品であり、そのガラス品は、ネック領域またはショルダー領域および
壁を有する容器または容器部分であり、そのガラス品は、容器の壁およびネック領域また
はショルダー領域を含み、壁は円形断面または楕円形断面を有し、容器は中空ガラス品の
外側ガラス表面上に特徴的表面領域を有し、かつその特徴的表面領域中の接線方向勾配平
均値と軸方向勾配平均値との間の比率に関して、
接線方向勾配平均値／軸方向勾配平均値＜０．６
が当てはまる中空ガラス品。
【請求項２３】
　前記特徴的表面領域中の前記接線方向勾配平均値と前記軸方向勾配平均値との間の比率
に関して、
接線方向勾配平均値／軸方向勾配平均値＜０．４５
が当てはまる、請求項２２記載の中空ガラス品。
【請求項２４】
　前記特徴的表面領域の高度プロファイルが異方性を有する、請求項２２または２３記載
の中空ガラス品。
【請求項２５】
　前記特徴的領域が、前記ガラス品の縦軸と平行に測定した、高まった平均表面粗さＲｚ

軸方向を有する断片を有し、その、高まった平均表面粗さＲｚ軸方向を有する断片が、前
記特徴的領域の全周にわたって延在する、請求項２２から２４までのいずれか１項記載の
中空ガラス品。
【請求項２６】
　少なくとも１つの、高まった平均表面粗さＲｚ軸方向を有する断片が、一周する溝また
は筋目を有する、請求項２５記載の中空ガラス品。
【請求項２７】
　前記ガラス品が、瓶、バイアル、カルプーレ一部分であり、かつ前記特徴的領域が、ク
リンプネックの外面によって形成されるか、または前記ガラス品がシリンジであり、かつ
前記特徴的領域が、コーンチップの外面によって形成される、請求項２２から２６までの
いずれか１項記載の中空ガラス品。
【請求項２８】
　前記ガラス品が、医薬品一次包装の一部分、好ましくは薬用バイアルである、請求項２
２から２７までのいずれか１項記載の中空ガラス品。
【請求項２９】
　前記ガラス品がホウケイ酸ガラスである、請求項２２から３８までのいずれか１項記載
の中空ガラス品。
【請求項３０】
　前記ガラス品が、ガラス管の熱間成形によって製造され、および／またはその高さに沿
って、壁厚が一定である管状断片を有し、その断片では、壁厚の標準偏差が０．０５ｍｍ
未満である、請求項２２から２９までのいずれか１項記載の中空ガラス品。
【請求項３１】
　前記特徴的表面領域が、前記管状断片の範囲外に位置し、かつ前記ガラス品の末端領域
に位置し、前記ガラス品の前記特徴的表面領域の範囲にある直径が、前記管状断片にある
直径よりも小さい、請求項３０記載の中空ガラス品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　発明の分野
　本発明は、熱間プロセスにおいてガラス半製品を成形するための方法および装置に関す
る。特に、本発明は、洗浄間隔の延長により良品（Ｇｕｔｓｔｕｅｃｋ）の生産を高める
ことを可能にする、該当する変形プロセス用の方法ならびに装置に関する。さらに、本発
明は、中空ガラス品に関する。
【０００２】
　発明の背景
　従来技術からは、中間材料とも呼ばれる半製品から、変形プロセスによりガラス品を製
造する方法が公知である。つまり、短い管部分の一端を、ガラスの成形温度まで加熱し、
１つまたは複数の成形ステップにより、適切な成形工具を用いて望みの形にするというや
り方で、例えば、医薬品用途用のガラスバイアルをガラス管から製造する。内側形状は、
通常、管末端部内へと挿入されるピンによって成形する。成形プロセスの最中、半製品は
回転する。その際、ピンの形および寸法が、ガラスバイアルの内部形状を定義する。変形
は、ガラス管をピンに押し付けると同時にガラス管の外側を成形する外側成形工具により
行う。その際、ガラス管および外側成形工具が回転する。外側成形工具は、成形面を有す
る成形ローラを含む。
【０００３】
　そのように、独国実用新案第２０２００４００４５６０号明細書は、自由回転可能に支
承された成形ローラを用いて熱間成形するための方法および装置を記載する。その成形ロ
ーラは、回転する半製品によって駆動され、ガラスと同期回転する、つまり、ガラスと成
形ローラとの間では相対運動が行われない。
【０００４】
　好ましくは、いわゆるロータリートランスファーマシン（Ｒｕｎｄｔａｋｔｅｒ）を用
いて変形を行う。その際、変形は、複数のステップにおいて、つまりその回転機（Ｒｕｎ
ｄｌａｅｕｆｅｒ）の複数のステーションで行われ得る。
【０００５】
　工具と接触する間、ガラス半製品は、成形工具によって冷却される。したがって、成形
ステップ間に、場合によっては半製品を再び加熱する必要がある。温度調節は、最後の成
形ステップ後に、その温度では半製品が寸法安定性である温度にガラスが達するように行
う。
【０００６】
　高温ガラスとの接触により、成形工具、特に成形ローラの成形面が、高い温度負荷にさ
らされる。その際、ガラスは、１０００℃までの温度を有し得る。したがって、変形プロ
セスの最中に、成形面は熱を帯びて、つまり、＞２５０℃の温度を有する場合がある。
【０００７】
　さらに、成形工具の、高温ガラスとの直接の接触を避ける必要があるが、なぜなら、そ
れにより、ガラスが、成形工具の表面に付着するからである。したがって、前記するガラ
スの熱間成形においては、通常、剥離剤とも呼ばれる潤滑剤、例えば、オイルまたはペー
ストを使用する。その際、工具がガラスと接触しない、成形プロセスの中間サイクル中に
、成形工具に潤滑剤を、例えば、噴霧、吹付け、吹きかけ、またはかけることによって、
成形工具上に潤滑剤を塗布する。その際、それぞれの工具を、ガラスと接触する前に毎回
、改めて潤滑する。
【０００８】
　高温に起因して、変形プロセスの最中には、潤滑剤の反応生成物が生成する。つまり、
スス生成が起こる。したがって、運転中、成形ローラの成形面上にスス堆積が形成される
。これは厄介であるが、なぜなら、ススは高温ガラスと接触し、その結果、成形可能なガ
ラス中に組み込まれる、ないしはガラスと結合する可能性があるからである。それは、著
しい、表面的な問題を引き起こす。ガラスバイアルを製造する際には、例えば、変形され
る瓶の首領域での汚れを招く。該当するガラスバイアルは、除外せざるを得ない。
【０００９】
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　スス汚れに加えて、成形ローラ上にある凹凸のスス堆積の輪郭線がガラスに移る可能性
がある。その際、凹凸は、スタンプのようにガラス表面上に押され、同じく表面的な欠陥
、つまり該当するバイアルの不良品をもたらす。さらに、ガラス表面と回転する成形ロー
ラとの間での潤滑剤の封入物も起こりかねない。包み込まれた油膜は、回転工程の最中、
ガラス表面と工具表面との間に挟み込まれ、なおも成形可能なガラス表面にパターンを刻
印する。それは、最終製品において、該当するガラス表面上での、高さが異なるまだら状
の構造をもたらす。その際、パターンの形成の点で、方向に関しては基本的な相違はない
、つまり、回転方向、つまり接線方向でのパターンの著しさと、回転軸の方向、つまり軸
方向でのパターンの著しさとの間に基本的な相違はない。
【００１０】
　したがって、成形工具は、適切な洗浄間隔において洗浄する必要がある。典型的には、
その間隔は、２から３時間である。その際、成形ローラを洗浄するには、生産機械の操業
停止が欠かせず、それは減産をもたらす。その上、生産機械の操業停止は、起動時の問題
を招くことがあるため、製造プロセスが、操業停止期間を越えて損なわれることになる。
【００１１】
　発明の課題
　本発明の課題は、定義された内部形状および外部形状を有するガラス品を製造するため
の、従来技術の前記の不利点を有さない装置を提供することにある。本発明のさらなる課
題は、該当する製造方法ならびに中空ガラス品の提供にある。
【００１２】
　発明の記載
　本発明の課題は、独立請求項の主題によってすでに解決される。本発明の有利な実施形
態および発展形態が、従属請求項の主題である。
【００１３】
　その際、本発明による装置は、少なくとも次の構成要素：
－　軟化するまでガラスを加熱するための装置、
－　半製品を成形するための、少なくとも１つの内側成形工具および１つの外側成形工具
（ただし、その外側成形工具は、成形面を有する成形ローラを含み、かつ半製品の外側側
面（Ｍａｎｔｅｌｆｌａｅｃｈｅ）の成形に利用される）、ならびに成形ローラを収容す
るための装置、および
－　潤滑油放出用流出口を備えた、成形ローラの成形面上に潤滑油を塗布するための装置
を有する成形ステーション
（ただし、成形ローラは、収容装置内に自由回転可能に支承されており、かつロック式固
定装置により、成形プロセス中は、不動に固定可能である、ないしは固定されている）
を有する。
【００１４】
　その際、望みの製品の特定の形ないしは特定の寸法への半製品の成形は、成形プロセス
の直接的な結果であり得る。特に、本発明による方法を用いて、バイアルもしくはカルプ
ーレにおけるクリンプネックないしはクリンプネックの外面、またはシリンジにおけるシ
リンジコーンチップの外面を成形できる。
【００１５】
　しかしながら、製品形状への半製品の成形は、複数の異なる成形プロセスによっても達
成できる。半製品の内側側面および外側側面に加えて、例えば、ガラス瓶、ガラスバイア
ル、またはガラス容器の製造において、ネックおよびバイアル口の形状も成形可能である
。
【００１６】
　本発明による装置を用いると、洗浄間隔を明らかに延長できる。同時に、製造に起因す
る不良品が減少する。それは、装置の個々の構成要素によって保証される。
【００１７】
　装置は、特に、管状半製品を成形するために形成されている。その場合、内側側面およ
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び外側側面が、管の形状によって決定的に定められる。本発明の好ましい一実施形態では
、内側成形工具が、ピンとして形成されている。該当する装置は、特に、ガラス管の変形
により、医薬品一次包装といったガラス容器、例えば、バイアル、カルプーレまたはシリ
ンジを製造するために適切である。
【００１８】
　外側成形ローラの固定ゆえ、変形工程の最中に外側成形ローラは、回転する半製品によ
って駆動されない、ないしは回転しない。したがって、外側成形ローラと半製品との間に
は相対運動が存在する。この相対運動により、半製品にはせん断力が作用する。驚くべき
ことに、そのせん断力は、成形ローラを十分に潤滑した場合、変形される半製品の品質に
不利に作用することはないということが分かった。むしろ、せん断力は、有利な効果を有
することが分かった。つまり、被成形材料は、せん断力によって、特に有利なやり方で成
形工具へと案内され、その成形工具に押し付けられ、半製品の成形が容易になる。
【００１９】
　成形ローラの固定は、取外し可能な結合で行われるため、個々の成形プロセス間では成
形ローラを取り外して、固定装置内において角度αだけ回転させることができる。角度α
は、一実施形態によると事前定義可能である。したがって、熱間成形工程間に成形ローラ
を角度αだけ回転させると、続く熱間成形工程が、成形面の隣接する表面断片によって行
われることになる。つまり、変形される半製品につき、成形ローラの表面のわずかな分率
しか使用されない。その際、個々の成形ステップ間における成形ローラの回転により、成
形ローラの表面全体にわたって均等な、成形面の摩耗が保証される。
【００２０】
　本発明による固定装置のもう１つの利点は、個々の成形プロセス間における成形ローラ
の回転により、どの成形プロセスないしはどの変形対象半製品においても、成形工具の低
温部位が使用されることにある。したがって、成形ローラが、生産の最中に熱くならない
か、またはきわめてわずかにしか熱くならない。それは特に有利であるが、なぜなら、そ
れにより、潤滑油の燃焼ないしは熱分解によるスス生成が著しく低下するからである。さ
らに、成形工具の摩耗も低下するため、成形工具の寿命が長くなり得る。
【００２１】
　装置は、成形ローラの成形面上に潤滑油を塗布するための装置を有する。その際、塗布
工程につき、常に、成形面の一部分領域上にしか潤滑油が塗布されない。好ましくは、サ
イクルごとに一回、成形ローラの一部上に潤滑油を塗布する。
【００２２】
　一実施形態は、潤滑油を放出するための装置が、装置内で固定的に据え付けられている
ことを想定する、つまり、スプレーノズルから、噴霧対象の成形工具の表面までの間隔が
一定である。その場合、例えば、スプレーノズルが、成形ステーションまたは外側成形工
具に組み込まれていてもよい。外側成形工具の下側での装着も可能である。
【００２３】
　一実施形態によると、潤滑油の塗布を滴下注油器によって行う。自動一定オイル放出に
よる滴下注油器が特に有利であると分かった。
【００２４】
　好ましくは、潤滑油塗布装置の流出口と成形工具とが、半製品の回転軸の周りに、少な
くとも４５°の角距離で配置されているように、装置内で潤滑油塗布装置が配置されてい
る。したがって、少しの潤滑油しか高温ガラスと接触していない。好ましくは、角度βが
、９０から２７０°の範囲、特に好ましくは１６０から２００°の範囲にある、つまり潤
滑油塗布装置が、装置内で、ガラス接触面（Ｇｌａｓｅｉｎｇｒｉｆｆ）の向かい側に配
置されている。
【００２５】
　一実施形態によると、塗布ごとに放出されるオイル量は、０．０１から０．１ｇの範囲
、特に好ましくは０．０３から０．０５ｇの範囲にある。塗布される潤滑剤の量がわずか
であるため、製品、成形工具、ならびに生産環境の汚れを決定的に減らすことができる。
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しかしながら、同時に、本発明による装置では十分な潤滑作用が達成される。
【００２６】
　潤滑剤としては、本発明による装置では、粘度＜６００ｍｍ２／ｓならびに引火点およ
び／または熱分解点＞２００℃、好ましくは＞２５０℃を有する任意のオイルを使用でき
る。したがって、ここでは、公知の標準プロセスと同じオイルを使用できる。
【００２７】
　装置は、特に、管状半製品を成形するために形成されている。その場合、内側側面およ
び外側側面が、管の形状によって決定的に定められる。本発明の好ましい一実施形態では
、内側成形工具が、ピンとして形成されている。該当する装置は、特に、ガラス管の変形
により、医薬品一次包装といったガラス容器、例えば、バイアル、カルプーレまたはシリ
ンジを製造するために適切である。
【００２８】
　成形ローラは、回転対称断面を有する。本発明の一実施形態によると、成形ローラは、
成形ローラの回転軸に対して垂直な中心面において、シリンダ状断面を有する。したがっ
て、その実施形態では、成形ローラが円形である。それは、ステップｃ）において、その
分だけ成形ローラを回転させる角度を自由に選択できる、ないしは回転角αの正確な調整
が必要でないという利点を有する。
【００２９】
　代案として、成形ローラは、成形ローラの回転軸に対して垂直な中心面において、複数
の成形面を伴う多角形断面を有する。多角形断面を有する成形ローラの場合、ステップｃ
）において維持すべき回転角αが、成形面の数に依存する。好ましくは、成形ローラが６
から１８の成形面を有する。
【００３０】
　その実施形態の一発展形態では、成形面の稜が、平坦、凸形または凹形に形成されてい
る。
【００３１】
　本発明による、各成形プロセス後の成形ローラの回転により、どの変形対象半製品にお
いても、成形工具の低温部位が使用され、かつ成形ローラは、生産中、全体として少しし
か熱くならない。本発明の一発展形態によると、装置は、成形ローラの付加的な冷却装置
を有する。その際、冷却は、能動的または受動的な熱伝導により行われ得る。
【００３２】
　本発明の一実施形態は、装置が、成形ローラ収容装置と直接的または間接的に結合して
いる冷却体を有することを想定する。成形ローラは、冷却体と熱接触しており、ただし、
その冷却体は、好ましくは内部冷却剤を有するため、プロセス熱が搬出され得る。その際
、その冷却剤は、成形ローラとは冷却体を介して間接的にしか接触していない。その代わ
りに、または付加的に、装置は、成形ローラを冷却するための空冷を有する。
【００３３】
　好ましくは、放熱によって、成形工具表面の温度が最大限２５０℃、好ましくは最大限
１８０℃、特に好ましくは最大限１００℃であるように装置が形成されている。その際、
特に、成形工具表面とは、変形プロセス最中に高温ガラスと接触する成形工具部分と理解
される。その際、成形ローラの表面温度は、接触式表面温度計を利用して、ガラス接触点
のすぐ隣で散発的に測定する。温度が低いことから、ほぼオイルが燃焼されないため、ス
ス発生が著しく低下し、かつ成形ローラの成形表面上には燃焼残渣が堆積しないか、また
はきわめて少ししか堆積しないことになる。
【００３４】
　したがって、本発明による装置は、好ましくは、少なくとも８ｈ、さらには少なくとも
１２ｈの洗浄間隔を有する。その際、洗浄間隔とは、成形工具を洗浄するための、装置の
２停止時間間の時間的な間隔と理解される。
【００３５】
　さらに、本発明は、固定式成形ローラを用いた、ガラス製半製品の成形方法に関する。
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その際、その方法は、少なくとも、方法ステップａ）からｃ）を含み、ステップａ）軟化
するまでの半製品の加熱、ステップｂ）成形ローラを有する少なくとも１つの成形工具に
よる、少なくとも１つの成形ステップにおける半製品の外側表面および内側表面の成形、
ならびにｃ）ロック装置の取外し、事前定義された角度α分の成形ローラの回転、および
成形ローラの改めての固定を伴い、その結果、ステップａ）からｂ）を繰り返した場合、
成形ローラの成形面の別の一部が半製品と接触することになる。その際、好ましくは、半
製品が、内側成形半製品および外側成形半製品によって成形される。好ましくは、半製品
が、管として、特に、円形断面または楕円体断面を有する菅として形成されている。特に
、本発明による方法を用いて、例えば、バイアル、カルプーレのネック領域ないしはクリ
ンプネック領域、またはシリンジを製造できる。
【００３６】
　ステップａ）では、半製品をまず、使用するガラスの成形温度付近の温度まで加熱し、
ステップｂ）において、成形工具との接触により成形する。好ましくは、ステップｂ）に
おいて、成形に向けて、内側成形工具を半製品内へと挿入し、かつ外側成形工具を半製品
上に付着させるため、半製品が成形されることになる。その際、内側成形工具は、好まし
くはピンとして形成されている。外側成形工具は、少なくとも１つの成形面を伴う少なく
とも１つの成形ローラを有する。その際、成形ローラは、取外し可能なロック装置によっ
て収容装置に固定されている。半製品は、内側成形工具上で配置され、その中心点を回る
回転運動を行う。外側成形工具の成形ローラが固定されているため、成形ローラは回転せ
ず、成形工程中、成形面と半製品との間で相対運動が行われることになる。成形面の、少
なくとも、成形工程中に半製品と接触する部分が、潤滑剤であるオイルによって覆われて
いるため、成形面上でのガラスの付着が回避されることになる。
【００３７】
　ステップｂ）においてガラスに対する接触面を形成する成形面部分領域のオイル塗布は
、方法ステップａ）からｃ）のうちの１つのステップの最中に行う。その際、オイルは、
オイルを塗布する時点では半製品と接触していない成形面の一部上へと塗布される。本発
明の一実施形態によると、各サイクルにおいて、成形ローラの成形面の一部上に潤滑油を
塗布する。その際、滴下注油器、特に、自動一定放出による滴下注油器が特に有利である
と分かった。本発明の一実施形態は、各オイル放出工程において、０．０１から０．１ｇ
、好ましくは０．０３から０．０５ｇのオイルを成形ローラ上に塗布することを想定する
。
【００３８】
　ステップｃ）では、ロック装置の取外しを行う。成形ローラを、角度αだけ回転させて
から改めてロック装置内で固定する。本発明の一実施形態によると、角度αは事前定義さ
れる、つまり、成形ローラを、前もって指定した角度αだけ回転させる。したがって、ス
テップｃ）により、ステップａ）からｂ）を繰り返した場合、成形ローラの成形面の別の
一部が半製品と接触することが保証される。その結果、成形ローラ全体の加熱が防止され
、各成形工程に対して、低温の成形面が提供される。それにより、スス発生が著しく低下
する。
【００３９】
　本発明による方法の一変形形態によると、成形プロセスの際にガラスに対する接触面を
形成する成形表面の表面温度は、変形プロセスの最中、つまり、加熱された半製品との接
触時でさえも、最大限２５０℃、好ましくは最大限１８０℃、特に好ましくは最大限１０
０℃である。その際、成形ローラを、成形プロセス中に冷却してもよい。特に、成形プロ
セス中に、熱伝導を利用して、成形ローラから熱を搬出してもよい。
【００４０】
　本発明の一実施形態によると、熱放散によって受動的に放熱する。その際、成形ローラ
は冷却体と接触している。その際、その冷却体は、能動冷却を有してもよい。つまり、一
発展形態は、冷却体を、冷却媒体で、好ましくは冷却液で十分にすすぐことを想定する。
【００４１】



(10) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40

50

　その代わりに、または付加的に、変形対象半製品と接触している成形面部分を、ガス流
の吹込みによって、好ましくは空気流の吹込みによって冷却する。
【００４２】
　一実施形態によると、ステップｂ）において、半製品の外側側面を、円形断面を有する
成形ローラによって成形する。その実施形態では、成形ローラを、ステップｃ）において
、好ましくは２から１０°の範囲の角度ａだけ、特に好ましくは３から５°の範囲の角度
ａだけ回転させる。代案として、成形ローラは、多角形断面を有する。好ましくは、成形
ローラが、６から１８の成形面を伴う多角形断面を有し、ただし、成形面の数は、多角形
の辺の数によって指定される。
【００４３】
　本発明の一発展形態は、ステップｃ）の後に成形ローラを洗浄するためのステップｄ）
を行うことを想定する。その際、成形プロセスを停止させ、停止時間の最中に成形ローラ
を洗浄する。本発明の一実施形態によると、洗浄ステップは、早くとも、プロセスステッ
プａ）からｃ）を１００００回繰り返した後、つまり早くとも、１００００個の半製品が
変形された後に行う。代案として、早くとも、装置を４ｈ、好ましくは８ｈ、特に好まし
くは１５ｈ、とりわけ好ましくは２４ｈ運転した後に洗浄ステップｄ）を行う。したがっ
て、洗浄間隔の時間を著しく延長できる。好ましくは、２洗浄ステップｄ）間の運転時間
が、２４ｈを上回る。
【００４４】
　本発明の別の一発展形態によると、ステップｃ）の後に、成形ローラを洗浄するための
洗浄ステップｅ）を、新しい半製品によりステップａ）からｃ）を繰り返す最中に行う。
したがって、その発展形態では、進行プロセス中に洗浄を行う。それゆえ、製造プロセス
の中断は必要でない。その際、それぞれ、成形面の一部のみ、好ましくは、先行するステ
ップｂ）において半製品と接触していた成形面部分を洗浄する。好ましくは、ステップａ
）からｃ）による成形プロセス後に毎回、成形ローラの洗浄を行う。
【００４５】
　さらに、本発明は、本発明による方法を用いて製造される、または製造可能である中空
ガラス品に関する。その際、そのガラス品は、容器または容器部分であり、かつ容器壁な
らびにネック部分ないしはショルダー部分を含む。その中空ガラス品は、少なくとも断片
的には、円形断面または楕円形断面を有するシリンダ状である。
【００４６】
　容器の外側表面は、製造プロセスの際に高圧にさらされ、かつ外側成形工具、ならびに
内側に位置する、例えばピンの形の成形工具を利用して成形された部位において、特徴的
表面構造を有する。その、容器の外側表面の表面領域を、以下では、特徴的表面領域とも
呼ぶ。その際、特徴的表面とは、本発明の趣旨では、特に、内側に位置するピンならびに
外側成形工具を使用して、一成形ステップにおいて成形された、外側ガラス表面の表面領
域と理解される。好ましくは、特徴的表面領域を成形するための成形ステップが、該当す
る容器を製造するための成形方法全体内の最終成形ステップである。
【００４７】
　一実施形態によると、容器は、バイアルまたはカルプーレである。その場合、特徴的表
面領域は、クリンプネックの外面と理解される。本発明の別の一実施形態は、容器がシリ
ンジであることを想定する。その実施形態では、特徴的表面領域は、コーンチップの外面
と理解される。その際、容器の特徴的表面領域は、高度プロファイルにおける勾配が異方
性である起伏を有する表面構造を有する。その際、高度プロファイルは、接線方向勾配お
よび軸方向勾配を有する。
【００４８】
　その際、接線方向勾配とは、高度プロファイルの、接線方向での勾配と理解され、ただ
し、その際、成形プロセス中の半製品の回転方向に相当する、表面構造の方向を接線方向
と呼ぶ。それに対して、軸方向とは、高度プロファイルの、軸方向、つまり、半製品の回
転軸と平行する方向での勾配と理解される。
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【００４９】
　その際、接線方向勾配の平均値、つまり接線方向勾配平均値、ならびに軸方向勾配の平
均値、つまり軸方向勾配平均値は、本発明によると、次のように、特徴的表面領域の高度
プロファイルから算定される。
【００５０】
　容器の特徴的表面上に、サイズが１．０ｍｍ×１．０ｍｍの３つの測定領域を、各測定
領域が互いに１２０°の正接距離を有するため、測定領域が、特徴的表面領域の周囲にわ
たって均等に分配されているように配置する。同時に、測定領域のそれぞれを、特徴的表
面領域の軸方向での中心に配置する。容器は回転対称形状ないしはシリンダ形状であるた
め、すべての特徴的表面領域は、接線方向にシリンダ状湾曲を有する。このシリンダ状湾
曲は、高度プロファイルの測定後に自動的に補正され、それは、１．０ｍｍ×１．０ｍｍ
という測定領域サイズではたやすく可能である。場合によっては生じる体系的な、つまり
、容器の成形に起因する、特徴的表面領域の軸方向での湾曲も自動的に補正される。した
がって、コンテナ形状の巨視的な影響は、起伏の算出および以下で記載する評価の際には
考慮されない。
【００５１】
　特徴的表面領域の個々の測定領域の起伏は、白色干渉計を用いて作成できる。その際、
測定領域内の起伏の各点において、それぞれ、接線方向および軸方向での勾配を測定する
。続いて、起伏を、計算により、巨視的なコンテナ形状の分だけ、軸方向および周方向に
補正する。続いて、それぞれの方向微分から接線方向または軸方向での局所勾配を算出す
る。その際、表面起伏の絶対高度値は外れるが、なぜなら、谷と山との間の高度差が、ほ
ぼ一定の勾配を有する領域によって代用されるからである。山と谷との間のそれぞれの絶
対高度差に依存して、それらの一定領域は、異なる幅で測定領域にわたって延在する。し
たがって、測定領域ごとの接線方向勾配平均値ならびに軸方向勾配平均値は、その測定領
域にわたる、局所的な接線方向勾配ないしは局所的な軸方向勾配の値の平均値として得ら
れる。個々の測定領域に関して該当する勾配平均値は、それもまた算術平均されるため、
接線方向勾配平均値ないしは軸方向勾配平均値が、３つの測定領域にわたって平均して算
定される。その際、以下では、他の指定がない限り、接線方向勾配平均値および軸方向勾
配平均値とは、前記のように、３つの測定領域にわたって算出された勾配平均値と理解さ
れる。
【００５２】
　その際、本発明による容器は、そこでは接線方向勾配平均値が軸方向勾配平均値よりも
小さい特徴的表面領域を有する。それは、固定式成形ローラを用いて容器を製造する際、
特に本発明による製造方法では、成形可能な半製品ガラス表面が、外側成形工具の固定式
工具面越しに研磨するため、成形工具の表面上に存在する潤滑剤膜ないしは油膜が、ガラ
ス表面によって掻き取られるないしは剥削されるということによって説明できる。したが
って、ガラス表面と工具表面との間の相対運動によって、旋削プロセスの場合と類似する
条溝パターンが生じる。
【００５３】
　それとは異なり、従来技術から公知の方法により可動式成形ローラを用いて製造した容
器の高度プロファイルは、それぞれの方向微分に依存する、高度プロファイルの勾配に関
して、異方性を示さないか、または少なくとも顕著な異方性は示さない。この場合、優先
方向の欠如は、従来技術から公知の方法の場合、工具表面が、工具接触点での加圧下に、
半製品のガラス表面での回転方向に回転すること（ただし、工具とガラス表面との間には
、様々な厚さの潤滑油膜が存在する）により説明できる。この、潤滑油膜の厚さの差が、
回転運動中に、なおも成形可能であるガラス表面上へスタンプのように刻印される。その
際、パターンがどのように、回転方向、つまり接線方向に形成されるか、および回転軸の
方向、つまり軸方向に形成されるかの点では相違がないか、または少なくとも大きな相違
はない。
【００５４】
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　それによると、合わせて本方法に含まれるのは、本発明による方法を用いて製造される
か、または製造可能である中空ガラス品であり、ただし、そのガラス品は、ネック領域ま
たはショルダー領域および壁を有する容器または容器部分であり、そのガラス品は、容器
の壁およびネック領域またはショルダー領域を含み、壁は円形断面または楕円形断面を有
し、容器は中空ガラス品の外側ガラス表面上に特徴的表面領域を有し、特徴的表面領域は
接線方向および軸方向を有し、接線方向は周方向に相応し、軸方向は接線方向に対して垂
直であり、特徴的表面領域の高度プロファイルは、それぞれ、接線方向勾配平均値を有す
る接線方向勾配および軸方向勾配平均値を有する軸方向勾配を有し、接線方向勾配は、高
度プロファイルの、接線方向での勾配であり、軸方向勾配は、高度プロファイルの、軸方
向での勾配であり、かつ接線方向勾配平均値は、特徴的表面領域中にある測定領域内の高
度プロファイルの局所的な接線方向勾配値の値の積分法によって算出され、軸方向勾配平
均値は、特徴的表面領域中にある測定領域内の高度プロファイルの局所的な軸方向勾配値
の値の積分法によって算出される。
【００５５】
　本発明の一実施形態によると、容器の特徴的表面は、起伏を有する表面構造を有し、た
だし、接線方向勾配平均値と軸方向勾配平均値との間の比率に関して、
接線方向勾配平均値／軸方向勾配平均値＜０．６０
が当てはまる。
【００５６】
　特に好ましくは、接線方向勾配平均値と軸方向勾配平均値との間の比率に関して、
接線方向勾配平均値／軸方向勾配平均値＜０．４５
が当てはまる。
【００５７】
　本発明の一発展形態によると、特徴的表面領域の外側側面が、容器の縦軸に対して横方
向、つまり８５から９５°の範囲、好ましくは９０°において壁の厚さで測定した表面粗
さＲｚ接線方向よりも大きい、容器の縦軸方向に測定した表面粗さＲｚ軸方向を有する。
好ましくは、その断片が、一周する溝または筋目を有する。
【００５８】
　溝または筋目の深さは、該当する断片の最大単一表面粗さＲｚｉ軸方向によって記載さ
れる。その際、単一表面粗さＲｚｉ軸方向は、規格ＤＩＮ　ＥＮ　ＩＳＯ　４７６８：１
９９０に準拠して測定する。
【００５９】
　容器の特徴的表面領域は、本発明の一発展形態では、少なくとも２つ、好ましくは少な
くとも３つの一周する溝を有する。その際、個々の溝間の間隔は異なってもよい。
【００６０】
　一実施形態によると、中空ガラス品は、瓶、バイアル、シリンジ一部分、またはカルプ
ーレ一部分である。特に、中空ガラス品は、医薬品一次包装の一部分、例えば、薬用バイ
アルである。
【００６１】
　合わせて本発明に含まれるのは中空ガラス品であり、ただし、そのガラス品は、ガラス
管の熱間成形によって製造され、および／またはその高さに沿って、壁厚が一定である管
状断片を有し、その断片では、壁厚の標準偏差が０．０５ｍｍ未満である。
【００６２】
　合わせて本発明に含まれるのは、さらに、前記のような中空ガラス品であり、ただし、
特徴的表面領域は、管状断片の範囲外に位置し、かつそのガラス品の末端領域に位置し、
ただし、ガラス品の特徴的表面領域の範囲にある直径が、管状断片にある直径よりも小さ
い。
【００６３】
　中空ガラス品のガラスは、特に、ホウケイ酸ガラスであり得る。
【００６４】
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　詳細な説明
　以下では、例示的実施形態および図１から１７を手がかりに本発明をさらに詳細に説明
する。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】従来技術から公知の熱間成形装置を側面図で図示する。
【図２】従来技術から公知の熱間成形装置を上面図で図示する。
【図３】本発明による熱間成形装置の一実施形態を側面図で図示する。
【図４】本発明による熱間成形装置の一実施形態を上面図で図示する。
【図５】本発明による製造方法の一実施形態を図解する。
【図６】多角形断面を有する外側成形ローラを備えた本発明による装置の一実施形態を側
面図で図示する。
【図７】多角形断面を有する外側成形ローラを備えた本発明による装置の一実施形態を上
面図で図示する。
【図８】本発明によるガラスバイアルを図示する。
【図９】本発明によるガラスバイアルを図示する。
【図１０】従来技術から公知の容器の特徴的表面領域の表面構造の２Ｄ起伏を示す。
【図１１】一実施形態の特徴的表面領域の表面構造の２Ｄ起伏を示す。
【図１２】従来技術から公知の容器の特徴的表面領域の表面構造の３Ｄ起伏を示す。
【図１３】一実施形態の特徴的表面領域の表面構造の３Ｄ起伏を示す。
【図１４】従来技術から公知の容器の特徴的表面領域の、接線方向での勾配解析を図示す
る。
【図１５】従来技術から公知の容器の特徴的表面領域の、軸方向での勾配解析を図示する
。
【図１６】一例示的実施形態の特徴的表面領域の、接線方向での勾配解析を図示する。
【図１７】一例示的実施形態の特徴的表面領域の、軸方向での勾配解析を図示する。
【００６６】
　図１および２では、従来技術から公知の熱間成形装置１を図示する。その際、図１は側
面図を示し、図２は上面図を示す。その際、この装置は、ガラスバイアルの内側側面を形
成する内側成形工具４０を有する。外側成形ローラ２０は、懸架６０において回転可能に
支承されている。さらに、この装置は、ガラス管３０を冷却するための空冷７０を有する
。成形プロセスの最中、ガラス管３０は回転運動する。成形工具４０および２０は、被成
形ガラス管半製品に向かって移動する。外側成形工具２０は、回転可能に支承されている
ため、これらも同じく、ガラス管３０の回転運動によって回転する。したがって、外側成
形ローラ２０とガラス管３０とは、互いに相対運動を示さない。さらに、ガラス管３０の
外側側面を成形する際に、外側成形ローラ２０の側面全体が、高温ガラス管３０と接触す
る。ガラス管の冷却は、空冷７０を利用して行う。
【００６７】
　図３および４は、本発明による熱間成形装置２の一実施形態を図示する。その際、図３
は側面図を示し、図４は装置の上面図を示す。この装置は、ガラス管３０の内側側面を成
形するための内側成形工具４０、ならびに外側側面を成形するための２つの外側成形工具
２１を有する。ガラス管３０は回転し、その回転運動を矢印で表す。
【００６８】
　外側成形工具２１は、円形断面を有する成形ローラとして形成されており、かつ懸架６
１を利用して自由回転可能に支承されている。しかしながら、変形プロセスの最中、成形
ローラ２１は、固定装置８２によって固定されるため、成形ローラ２１の回転は不可能に
なる。したがって、成形ローラ２１は、回転するガラス管３０によって回転するのではな
く、装置８２によってその位置に固定されたままである。それゆえ、ガラス管３０と成形
ローラ２１とは、互いに相対運動を示す。成形ローラ２１は、変形プロセスの間、固定装
置８２によって固定されているため、成形ローラ２１の側面の小さな断片のみが高温ガラ
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ス管３０と接触するのに対して、成形ローラ２１のその他の側面は、ガラス管と接触して
いない。それゆえ、成形ローラ２１の側面の小さな一部分のみが、ガラス管との接触面と
して利用される。
【００６９】
　本発明による装置２は、その上、外側成形ローラ２１上に潤滑剤塗布装置９０を有する
。その際、潤滑油塗布装置９０の流出口と成形工具とは、半製品の回転軸の周りに、少な
くとも４５°の角距離で配置されている。装置９０のこの配置により、潤滑剤が、成形ロ
ーラ２１の、高温ガラス管３０との接触面上にではなく、成形ローラ２１の別の低温領域
に塗布されることが保証される。本発明による装置２は、示す実施形態においては、その
上、成形ローラ冷却装置１００を有する。それによって、潤滑剤の熱分解が回避される。
これにより、スス生成が低下し、それゆえ、半製品の汚れも低下する。
【００７０】
　図５は、本発明による変形方法の一実施形態を図示する。その際、装置２ａは、図３お
よび４で示された本発明による装置２に相当する。さらに明快にするために、１つの外側
成形ローラ２１しか図示しない。
【００７１】
　ステップａ）では、ガラス半製品３０を準備し、内側成形工具４０上に配置し、ただし
、半製品を、ガラスの軟化まで加熱した。外側成形工具２１は、円形断面を有する成形ロ
ーラとして形成されており、かつ懸架６０を用いて回転可能に支承されている。その際、
固定装置８２を利用して成形ローラを固定する。
【００７２】
　ステップｂ）では、半製品３０の成形を行う。そのためには、半製品３０が、その中心
点を回る回転運動をする。その回転運動を、矢印で表す。半製品３０の内側側面は、内側
成形工具４０によって成形される。半製品３０の外側側面の成形は、外側成形工具２１の
接触面２２によって行う。その際、接触面２２が、成形工程中、潤滑剤で覆われている。
【００７３】
　成形工程後に、ステップｃ１）において、半製品３０を装置２ａから除去する。固定装
置８２を取り外し、成形ローラ２１を、事前定義された角度αだけ回転させる。好ましく
は、角度ａが、接触面２２の角度に相当する。続いて、ステップｃ２）において、固定装
置８２のロックにより成形ローラ２１の位置を固定する。
【００７４】
　さらに、ステップｃ）では、装置９０により、成形ローラ２１の側面の部分領域９１上
で潤滑剤を塗布する。その際、先行するステップｂ）において接触面２２の部分ではなか
った、成形ローラ２１の部分領域９１上で潤滑剤を塗布する。それにより、潤滑剤の塗布
時に、部分領域９１が、高温ガラス３０との接触によって加熱されていない、またはもは
や加熱されていないことが保証される。
【００７５】
　新しい半製品３１を用いてステップａ）およびｂ）を繰り返す際に、成形ローラ２１の
側面の新しい部分領域２３が、半製品３１と接触する。したがって、どの半製品において
も、接触面ないしは成形面として、成形ローラ２１の側面の別の部分領域を用いて変形が
行われるため、それぞれの成形面は、その前の成形プロセスによって加熱されたのではな
く、どの成形プロセスにおいても低温の成形面が存在する。その際、低温の成形面とは、
特に、２５０℃未満の表面温度を有する成形面と理解される。
【００７６】
　図６および７は、多角形断面を有する成形ローラ２５を備えた一例示的実施形態を図示
する。その際、ここで示される成形ローラは、十二角形の形状の断面を有する。それに応
じて、１２個の成形面２６が、接触面として存在する。したがって、図５で示した回転角
αは、この成形ローラの場合、３０°である。
【００７７】
　図８は、変形させたガラスバイアル３１の図解を示す。その際、ガラスバイアルの縦軸



(15) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40

50

３３に対する、測定領域３２中での表面粗さＲｚ縦方向およびＲｚ横方向の測定方向を、
矢印３４および３５で示す。その際、矢印３４は軸方向を、そして矢印３５は接線方向を
示す。その際、測定領域３２は、特徴的表面領域３２０内に位置する。図８に示される例
示的実施形態では、特徴的表面領域３２０が、クリンプネックの外面に相当する。
【００７８】
　測定領域３２を、図９に図示する。その際、ガラスバイアルの特徴的表面領域３２０、
つまりクリンプネックは、複数の一周する筋目３６、３７、３８、３９を有する。その際
、筋目ないしは溝３６、３７、３８および３９は、ガラスバイアルの縦軸に対して横方向
に整列している。
【００７９】
　図１０には、従来技術から公知のガラスバイアルの特徴的表面領域の表面構造の２Ｄ高
度プロファイルを比較例として示す。その際、測定領域は、２ｍｍ×２ｍｍというサイズ
を有し、クリンプネックの領域から採用した。その際、２Ｄ高度プロファイルをグレース
ケールで示す。その際、横座標は接線方向を示し、縦座標は軸方向を示す。図１０から、
製造プロセスの際に刻印されたパターンは優先方向を示さないことが明らかになる。つま
り、回転方向、つまり接線方向でのパターンないしは高度プロファイルが、回転軸の方向
、つまり軸方向での場合と同様に顕著である。
【００８０】
　図１１は、一例示的実施形態の特徴的表面領域の２Ｄ高度プロファイルを示す。この場
合も、測定領域は、２ｍｍ×２ｍｍというサイズを有し、クリンプネックの領域から採用
した。その際、２Ｄ高度プロファイルをグレースケールで示す。その際、横座標は接線方
向を示し、縦座標は軸方向を示す。図１０で示した高度プロファイルの場合とは異なり、
この例示的実施形態の高度プロファイルは異方性分布を有する。その際、同じ軸方向値を
有する断片は、同じか、またはほぼ同じ高さを有するのに対して、接線方向値は同じであ
るものの軸方向値は異なる測定点の起伏高さは、互いに異なる。
【００８１】
　それは、本発明による方法の場合、成形可能なガラス表面が、固定式工具表面越しに研
磨し、それにより、定義されていない厚さの油膜を掻き取るため、接線方向に条溝パター
ンが生成するということに起因する。それは、図１３によっても明らかになる。その際、
図１３は、２ｍｍ×２ｍｍの大きさの測定領域のガラス表面の、グレースケールで示され
た３Ｄ起伏を示す。その際、ｘ軸は接線方向を示し、ｙ軸は軸方向を示す。接線方向での
溝ないしは筋目を有する研削パターンが現れる。
【００８２】
　それとは異なり、図１２で示される３Ｄ高度プロファイルは、比較例の特徴的表面領域
を示す。例示的実施形態とは異なり、比較例は、高度プロファイル中で優先方向を示さな
い。この場合、むしろ、刻印されたパターンがどのように接線方向ないしは軸方向に形成
されるかという点において相違がない。特徴的表面領域の構造を定量的に把握するために
、全体として３つの、それぞれ１ｍｍ×１ｍｍの大きさの測定領域を選択し、Ｚｙｇｏ　
ＮｅｘＶｉｅｗ　Ｎｘ２型の白色干渉計を利用して起伏を作成した。その際、個々の測定
領域は、互いに１２０°の正接距離を有し、したがって、特徴的表面領域の全周にわたっ
て均等に分布した。さらに、個々の測定領域が、軸方向では、特徴的表面領域の中心に配
置されているように調整した。起伏を測定し、巨視的なコンテナ形状ゆえ、計算により、
測定領域のシリンダ形状の分だけ補正した。そのように得られた起伏から、起伏の各点に
おいて、それぞれ、接線方向と同様に軸方向でも局所勾配を測定した。各測定領域のそれ
ぞれの接線方向勾配平均値および軸方向勾配平均値を算出するために、対応する局所勾配
値の値を、測定領域全体にわたって平均した。個々の測定領域の対応する勾配平均値を再
び算術平均して、３つの測定領域にわたる平均値として、接線方向勾配平均値ならびに軸
方向勾配平均値を算定した。
【００８３】
　図１４および１５は、その際、比較例の接線方向（図１４）および軸方向（図１５）で
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方向勾配の値と軸方向勾配の値とが互いにほとんど異ならず、つまり、測定領域にわたっ
て、勾配の分布に関して優先方向ないしは異方性が存在しない。
【００８４】
　図１６および１７では、例示的実施形態の勾配解析を示し、ただし、図１６は、接線方
向での局所勾配を示し、図１７は、軸方向での局所勾配を示す。図１６および１７による
と、勾配値の異方性が明らかに識別できる。接線方向での勾配はおおむね一定であるのに
対して、軸方向での勾配値は明らかに異なる。
【００８５】
　その際、勾配の値は、回転対称容器の常に外側に存在する特徴的表面の直径にも依存す
る。測定に使用する表面領域の直径が小さければ小さいほど、生じる勾配は大きくなる。
それは、接線方向での勾配と同様に軸方向での勾配にも当てはまる。次に、表１が、異な
るクリンプネック直径を有するバイアルに対する測定値を示す。
【００８６】

【表１】

【００８７】
　表１に記載する勾配値は、複数の試料の算術平均値であり、ただし、個々の試料の値は
、１ｍｍ×１ｍｍという測定領域サイズを有する、クリンプネックの外面上のそれぞれ３
つの測定領域での測定の算術平均によって算定した。その際、測定領域を、軸方向での中
心に配置した。その際、１つの測定の３つの測定領域は、互いに１２０°の正接距離で配
置した。１つの試料の３つの測定領域ごとにそれぞれ１つの勾配解析を、軸方向同様に接
線方向にも行い、そのようにして得られた勾配を、各測定領域にわたる積分法により平均
化した。比較例は、可動式外側成形ローラを用いる、従来技術から公知の方法により製造
し、例示的実施形態の製造は、本発明による方法を用いて行った。
【００８８】
　すべての試料は、その接触面が１．６μｍの平均表面粗さＲａを有する成形ローラを用
いて製造した。それは、単なる旋削仕上げ（Ａｂｄｒｅｈｅｎ）により達成され得る最も
精細な加工度（Ｂｅａｒｂｅｉｔｕｎｇｓｓｔｕｆｅ）である。
【００８９】
　表１から、勾配平均値の値が、例示的実施形態の場合も比較例の場合も、クリンプネッ
クの半径の低下と共に高まることが明らかになる。その際、両方の比較例とは異なり、例
示的実施形態は、勾配平均値に関して異方性を示す。つまり、勾配平均値が、接線方向で
は軸方向よりも明らかに小さい。それに応じて、例示的実施形態は、さらに、接線方向勾
配平均値の、軸方向勾配平均値に対する比率に関して、比較例よりはるかに小さい値も有
する。



(17) JP 2020-66572 A 2020.4.30

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】 【図６】

【図７】



(18) JP 2020-66572 A 2020.4.30

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】



(19) JP 2020-66572 A 2020.4.30

【図１６】

【図１７】



(20) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

フロントページの続き

(74)代理人  100116403
            弁理士　前川　純一
(74)代理人  100135633
            弁理士　二宮　浩康
(74)代理人  100162880
            弁理士　上島　類
(72)発明者  クサーファー　ユート
            スイス国　ノイキアヒ・アン・デア・トゥーア　ゾネンビュール　８
(72)発明者  ロバート　リー
            中華人民共和国　チャンスー　スーチョウ　エス・アイ・ピー　パリス・インプレッション・ブロ
            ック　２６
(72)発明者  シェリー　リアン
            中華人民共和国　チャンスー　スーチョウ　エス・エヌ・シー　シン・リチェン・ブロック　８
Ｆターム(参考) 4C047 AA05  BB01  CC03  FF10 
　　　　 　　  4G015 BA05  BB02 



(21) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40

【外国語明細書】



(22) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(23) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(24) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(25) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(26) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(27) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(28) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(29) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(30) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(31) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(32) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(33) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(34) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(35) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(36) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(37) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(38) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(39) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(40) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(41) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(42) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(43) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(44) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(45) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(46) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(47) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(48) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(49) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(50) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(51) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(52) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20

30

40



(53) JP 2020-66572 A 2020.4.30

10

20


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow
	foreign-language-body

